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第２回双葉町放射線量等検証委員会 
 

■日 時：令和元年６月５日(水曜日) 13:30～15:10 

■場 所：双葉町役場いわき事務所 ２Ｆ大会議室 

 

１ 開会 

 

【住民生活課長 中野弘紀】 

では、時間少し早いのですが、皆様お集まりの事ですので始めさせていただきたいと思いますが、

皆さんお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。只今より第２回双葉町放射線

量等検証委員会を始めさせていただきたいと思います。私は双葉町住民生活課課長の中野と申します。

よろしくお願い致します。また本日はオブザーバーとしまして、内閣府、環境省から出席いただいて

おります。これからの議事進行につきましては、設置要綱第５条第３項に基づきまして田中委員長に

お願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

【田中俊一 委員長】 

さっそくですけど、それでは第２回双葉町放射線量等検証委員会を始めたいと思います。 

 

 

２ 議事 

（１）解体・除染工事の進め方について 

 

【田中俊一 委員長】 

本日の議題は、解体・除染工事の進め方は環境省から説明を受け、それから放射線防護策に関する

取組みは内閣府の説明、それから放射線等に関するリスクコミュニケーションについては事務局から

の説明になります。あとその他ということですので、限られた時間ですけど、忌憚のないご意見をた

くさん頂くようお願いしたいと思います。 

それでは議事の最初の議題であります、解体・除染工事の進め方について、環境省の方から説明をお

願いします。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

環境省福島環境事務所環境再生課長の高木と申します。では資料２に基づきまして説明させていた

だきます。着座にて失礼させていただきます。 

資料２の双葉町解体・除染工事の進め方につきまして、各エリアごとに、線表を引いております。

上から説明させていただきますと、先行解除区域、ここに関しましてはもうすでに終了しております。 

また２行目、シンボル軸につきましては、2019年度末の暫定供用を目途に終わらせるべく進めてお

ります。この 2020 年度に点線で書いておりますのは、ただここの買収の県の方の調整状況次第で、

少し、一部伸びる事もありえるかという観点で少し点線を引いておるところです。 

また、続いて駅西の部分につきましては、除染は終了しておりますが、解体のみという事で現在進

行中でございます。駅東についても同様です。 

また、耕作再開モデルゾーンにつきましては、着手したところでございます。その下のまちなか再

生ゾーン、新産業創出ゾーンと、再生可能エネルギー活用・農業再生ゾーンにつきましては、これか

ら地元調整を経て着手していくというところでございますけれども、その中で新産業創出ゾーンにつ

きましては、シンボル軸に近いという事もありまして、まちなか再生ゾーン、再生可能エネルギー活

用・農業再生ゾーンよりも優先して先に前期に着手していくという予定で考えております。 

また、これらの除染・解体につきましては 2020 年度末までを目途としまして、避難指示解除前１

年間につきましては事後モニタリングまたはフォローアップの期間に当てたいと考えております。 

これが現時点での想定する工程という事で、説明させていただきます。以上です。 

【田中俊一 委員長】 

ちょっと地図か何かあった方が分りやすかったかなと思いますが。どこがどうなっているかってい
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うのはちょっとピンとこないのですが。ご質問等ありましたら是非お願いします。 

【河津賢澄 副委員長】 

初めの案内の時に、町内の放射線量の状況についてっていう事で、事前で頂いたんですけども、今

回解体工事の進め方って事に、ちょっと題が変わったもんですから、そこを確認したいっていうのと、

それからもう一つ。今の資料２の中で、先行除染区域っていう所の確認ですけど、これはいわゆるイ

ンターから駅までとか、今回改めて先行解除する区域という意味かどうか確認したいんですけど。そ

の２点を。 

【田中俊一 委員長】 

ちょっと地図が無くてどこがどうだかよく分らないんで、少し丁寧にお進めいただければと思うん

ですが。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

すみません。一緒に地図を配布していればよかったと思いますけど。申し訳ないです。 

【田中俊一 委員長】 

2020年度微妙にエンドポイントがずれているのですが、これはどういう事なんでしょうか。何か意

味がありますかっていう事ですけど。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

すみません。これは資料の作り方、特段の意味はございません。 

【田中俊一 委員長】 

特に意味は無いという事ですね。 

【環境省 唐澤孝司 専門官】 

先行解除の道路に関しましては、双葉駅から東側へ向かっての道路が解除区域になりますので、そ

の通路が先行解除区域というものになります。 

シンボル軸はその拠点の真ん中に④って書いてある所があると思うんですが、そこが復興シンボル

軸という道路でございます。 

その下の駅西というのが、⑧番が記載されている新市街地ゾーン、そちらのエリアになります。 

それから駅東というのが、まちなか再生ゾーンというちょっと南側を除いたゾーンになるんですけ

ども、それが駅東というエリアになります。 

それから耕作再開は今記載の復興拠点の西側のメインの農地のエリアになります。 

それからまちなか再生ゾーンというこの表上記載されているのは、この記載の中の南側のエリアを

指しております。 

それから新産業創出ゾーンは、復興拠点の東側のブルーで色塗りされたゾーンが新産業創出ゾーン

になります。それから再生可能エネルギー活用・農業再生ゾーンは、北側の紫色で塗られたエリアに

なります。ゾーニングとしては以上でございます。 

【田中俊一 委員長】 

そのうえでご質問ありましたらお願いします。 

【河津賢澄 副委員長】 

先ほどの先行解除区域っていうのは、そうすると確認しますと、双葉駅から国道６号線に抜ける道

路っていうんでしょうか。 

【環境省 唐澤孝司 専門官】 

その通りです。 

【河津賢澄 副委員長】 

特にインターまでの所は現状はという認識ですか。 

【田中俊一 委員長】 

これはシンボル軸になるんですか。そうでもないんですか。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

シンボル軸で双葉インターチェンジに至る部分については、現状のままご指摘のとおりであります。

特定復興再生拠点区域内については、立入規制緩和を目指すという事ではありますけども、特定復興

再生拠点区域の外から双葉インターチェンジに至る所についてはインターチェンジのご利用者の便

宜を図る為に、特別通過交通制度の導入等が、不可欠かと考えております。 
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【田中俊一 委員長】 

よろしいですか。 

【河津賢澄 副委員長】 

耕作再開モデルゾーンのシンボル軸については、これは除染をやるという事でいいわけでしょうか。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

2022 年の居住開始を、特定復興再生拠点区域の全域解除の 2022 年に向けて実施をしていくという

ところでありますね。 

【河津賢澄 副委員長】 

分りました。 

【田中俊一 委員長】 

他にございますか。事後モニタリング・フォローアップが 2021 年度になってるんですが、工事の

進捗に合わせて少し確認作業はやった方がいいような気がするんですけどね。それで何かが起これば

その作業の中で対応できると思いますので、一回終わってからフォローアップして、またっていうよ

りは、その方がいいような気がしますけどいかがですかね。どのあたりがいいのかは適宜その環境省

の方、役場と相談されて確認作業をするっていう事も少しお考えいただくようお願いします。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

分りました。その辺は除染の進捗状況も踏まえまして、可能であれば前倒しという事も検討して参

りたいと思います。 

【田中俊一 委員長】 

特に双葉町の場合は新産業ゾーンとか、こっちの方は少し線量のまだ高い所もありますので、その

あたり、これ一本の棒だとよく分からないのですが、逆に言うとそこを外れている所はかなりもう線

量的には低い地域ですので、その辺りがどうなるのかっていうのが大きなポイントになる気がします

のでよろしくお願いします。よろしいですかね。とりあえずこれはまた戻るかもしれませんけども。 

 

（２）放射線防護策に関する取組について 

 

【田中俊一 委員長】 

次の議題に移ります。次の議題は放射線防護策に関する取組で内閣府からです。よろしくお願いし

ます。 

【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 野口康成 参事官】 

ありがとうございます。内閣府の原子力対策本部被災者支援チームの野口と申します。資料３と資

料４に基づいて放射線防護について説明をさせていただきます。 

それでまず資料３の方でございますけども、これは資料４の方をサマライズのようにしたものでご

ざいます。ページを開けていただきまして、１ページ目でございますけれども、これはこれまでの経

緯ですとか、今後の展開について概要を書いております。2013 年 12 月の原子力災害対策本部決定で

すとか、同じく 2013年 11 月のいわゆるその規制庁において作成をいただきましたその安全安心対策

というものに基づきまして、これまで、帰還困難区域以外の避難地域の解除を進めて参りまして、ほ

ぼ帰還困難区域以外の地域につきましてはほとんどの地域の避難指示の解除は終わっております。そ

れで帰還困難区域におきましては、その後の法律改正で基づきまして、特定復興再生拠点区域という

ものを創設し、インフラ整備を始めております。それで今後なんですけども、まずは来年３月までに

JR常磐線の全線が開通する予定であります。 

その際にいわゆる先行解除というものが行われ、立入制限の緩和というものがあります。それから

各復興拠点におきましては 2022年から 2023年にかけて復興拠点の全域の避難指示解除というものを

予定しております。そういう事を踏まえまして、昨年 12 月に、防護の対策ですとか、避難指示区域

の解除に向けた取組について災害対策本部決定というものを出したわけであります。 

なぜ昨年の 12 月の段階で決定したかと言いますと、基本的にはその解除の要件ですとか、防護対

策につきましては、これまで解除してきたものにのっとって、それを踏襲するかたちで行います。た

だ、これまで使ってきたものがいわゆる避難指示解除準備区域、それから居住制限区域と言われた所

でありましたんですけども、今回初めて帰還困難区域。で、この帰還困難区域という所は、放射線の
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線量が高いんでなかろうかという不安が、実際高いかどうか別にして、そういう不安が高いと思われ

ている地域でございます。そこで改めて、これまでのやり方で良かったのであろうかということも含

めまして、原子力災害対策本部決定を致しました。 

それで、基本的考え方というところで、その放射線防護対策につきましては、先ほど申しました 2013

年の、今２ページでございますけども、2013年の規制委員会で作成いただきました基本的考え方って

いうところを尊重して、さらにこれをよりきめ細やかに、あるいはより強化した対策を取るという事

にしております。そのより強化する、あるいはよりきめ細やかなというところでございますけども、

具体的には来年３月の状況でありますと、不特定多数の方々もその駅に立ち入るという事を考えまし

て、詳細な線量マップの提示を行うですとか、あるいはその具体的に双葉町さんの場合であればどう

いった所に行った場合はこのくらいの被ばく線量があるというような事を推計値を提示するという

ような事をより強化する対策。それから本格的な解除に向けましては、生活パターンごとに実際のそ

のデータを把握してそれを提示するというような事を考えております。ただ、基本的には 2013 年 11

月に原子力規制委員会が策定したものを基本とするというところは変わっておりません。 

それで３ページ目でございますけども、これがその特定復興再生拠点の取組と進め方。これはいわ

ゆる原子力災害対策本部決定としたものの概要でございます。それでまずは(１)でございますけども、

再生計画に基づいて除染・インフラを進めていく。それから、申し上げた安全・安心対策を基本とし

て、よりきめ細やかな放射線防護対策を実施していく。それから手順としては、そうしたインフラ整

備を進め、それから防護対策をとったうえで、解除の要件、これは下にちょっと小さなフォントで示

しておりますけども、20ｍ㏜以下の空間線量、それから生活インフラの復旧、それから地元自治体の

皆さんとの十分な協議のうえで解除するという事を具体的な手順、引き続き進めるという事で災害対

策本部決定という事を昨年の 12月にしております。 

それから、資料４の方がそれをすみません、具体的に書き下した本体の文書でございます。これも

ごくごく概要だけすみません、駆け足で説明させていただきますと、１ページ目、はじめにの辺りは、

２ページ目の途中まで、これはこれまでの経緯とか、背景について説明させていただいた部分ではあ

ります。 

それから２ページの中盤から入ります、２ポツの方の居住解除に向けた取組というところで、これ

もその、今までの安全・安心対策、2013 年 11 月の安全対策を講じたうえで、地元との協議の上で避

難指示を解除していくっていう流れを書いております。 

それから、その後、特定復興再生拠点区域の整備というとこでありますけども、その取組にあたり

まして、３ページ・４ページにかけて①②の２つの時点を書いております。これ２つの時点がありま

すけども、分かりやすく申し上げれば、①の方が、言葉では少し正確を記す為に難しい書きぶりにな

っておりますけども、双葉町さんでいえば、来年３月のいわゆる JR 常磐線開通における先行解除の

時点。それから４ページの方が②いわゆる双葉町さんの方で 2022 年の段階での拠点区域全域の解除

に向けた取組という字点を分けて、取組あるいは手続きを書いております。 

その中で、６ページ以降が関係省庁と共同で作成いたしました防護対策という事でございます。こ

れも文書としては６ページ・７ページにかけて、背景という事でこれまでの経緯ですとかの説明をい

たしております。 

それから７ページから住民帰還に向けた安全・安心対策の基本的な考えという事で、2013 年 11 月

の時点での基本的な考え方をレビューするという事を書いております。それで基本的な考え方の 2013

年 11 月の時点の基本的な考え方というのが、大まかに言うと、７ページの①②③というかたちで示

しておりますとおり、①個人線量を基本とする。②で長期的な１ｍ㏜を目指す。③で低減あるいは不

安対策をきめ細かく講じるという事が基本的考え方なんですけども、それを引き続き踏襲していくと

いう事を述べさせております。 

それから文書の９ページ、10 ページそれから 11 ページ。これも先ほどと同じように時点を２つに

分けまして、JR の開通時の先行解除と言われる時点。それから 2022 年の解除に向けた(２)なんです

けども、取組というかたちでそれぞれ個人線量の把握において、それから低減に資する対策という事

において、それからいわゆるリスクコミュニケーションという３つの点において具体的に我々がやる

べき事。具体的にと言いますと、これからまさに住民の皆さんと双葉町と協議しながら決めていく部

分も多いですけれども、少し具体的なイメージで見えるかたちで書いております。 
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それからあと、特に少し強調しておきたいのは、低減対策において、規制委員会、今回説明させて

いただいて、規制委員のコメントを受ける形で策定していったのですけれども、もちろん放射線防護

対策は大事はではありますけども、あまり、きめ細かいのはいいのですけれども、その生活をしてい

く事にあたって、トータルのリスクを下げる。あまりあれやれって言われてストレスを増やすよりも、

トータルとして住民の皆さんのストレスを下げていく、リスクを下げていくという事を考えながらや

っていくようにという事を言われておりますので、それを流れにしつつ、町の役場の皆さんとも相談

しながらちょっと具体的な策というものを考えていきたいと思っております。以上でございます。 

【田中俊一 委員長】 

ありがとうございました。ちょっと大急ぎの説明でなかなかついて行けないとこがあるかと思いま

す。一つ一つ確認をしながらご質問等をお願いしたいと思います。まず、基本的には資料３の方に全

部まとまっていると考えて、資料４の方はそれをちょっと書き下したっていうか、役所の文書にして

あるという事ですね。 

【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 野口康成 参事官】 

はい。 

【田中俊一 委員長】 

常磐線の開通はいつでしたっけ。 

【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 野口康成 参事官】 

来年３月まで。要するに３月末までを目標にしております。これは、これから JR さんも含めて協

議していく中で決まっていくんですけど、具体的にはやはり３月のどこか。 

【田中俊一 委員長】 

今年度末って事ですか。 

【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 野口康成 参事官】 

今年度末、そうですね。 

【田中俊一 委員長】 

そうすると、今双葉町の方の解除はあと１年遅れる、遅くなるのかな、本格的な解除は。 

【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 野口康成 参事官】 

いや、それは先ほど申し上げましたとおり、もともと 2022 年の春という事なので、それは当初の

予定どおりでございます。 

【田中俊一 委員長】 

うん。予定通りなんだけど。これは前回もちょっとお話があったと思いますが、、来年度ぐらいから

帰れる、ちょっと入ってこれるようにするんですかね。それとも 2022 年の春まではシャットアウト

するんですか。双葉町の考え方としては。たぶん、帰還するって言っても、突然帰って来るって言っ

ても、その時点で突然解除されたから住みますっていう訳にはいかなくて。 

【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 野口康成 参事官】 

我々の方が先に、もし間違えがありましたらちょっと修正していただいて。来年のその JR 常磐線

の開通のタイミングでは、いわゆるその先行、ほんとに解除と言いましても、解除する地域は駅の周

辺と、ちょっとどこかへ行く為に必要な道路っていう、いわゆる点と線に近い解除でございます。た

だ、とりわけ双葉町さんの、我々が認識している意向としては、できるだけその立入規制緩和。 

これ立入制限の緩和は何を申しますかと言うと、今までいわゆる帰還困難区域というのが立ち入ら

せないようにバリケードを置いて、物理的に入れないという策をとっておりました。これを来年の３

月の段階では、立入制限緩和をするエリアについては、その例えば少なくとも道路とか、ある特定の

場所にはアクセスできるようにそのバリケードを我々セットバックという言い方をしておりますけ

ども、下げていくと。ですので解除されている地域自体、エリア自体は物理的には非常に少ないんで

すけども、自由に立ち入れる地域っていうのは、町ごとによって異なるんですけども、比較的あるエ

リアという事になります。 

ただその宿泊自体は、解除されている地域というのは、事実上生活できる所ではございません。で

すので、宿泊ということは想定はしておりません。ですので、いわゆる準備宿泊といいますものは、

2022 年に拠点全域で解除される時点においてその数か月前っていうようなところで準備宿泊という

ものが起こってくるというふうに我々は考えております。 
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【内閣府原子力対策本部被災者支援チーム 豊田明信 参事官補佐】 

少し補足だけさせていただきますと、平成 23年 12月の時に、いわゆるステップ２と言われる文書

のところで、帰還困難区域と言われる所にはバリケードを敷こうという文書が発出されました。ただ

し、今回の文書で何がやりたいのかと言うと、特定復興再生拠点区域については解除を目指す区域と

いうことにされました。ゆえに、解除を目指すのでありますけども、その第一段階として、緩和とい

う事でバリケードを特定復興再生拠点区域内については最大限、町の意向に応じてセットバック、下

げる事ができるといった文書を発出いたしました。 

そのために、要は 2022年、双葉町で言えば 2022年の時点で解除という形で本格的な居住が再開で

きるのでありますけども、我々は制度上としては最大限、特定復興再生拠点区域内についてはバリケ

ードを下げる事によって、宿泊は出来ないですけども、立入り、家に帰って物を整理したりとか、そ

ういう居住するための準備が出来るようにしたというのがこの緩和という制度を設けたというのが

この文書のできるとこでございまして、今双葉町さんから聞いているのは最大限緩和するという方針

を聞いておりますので、2020 年３月以降緩和されれば一時帰宅というかたちはいちいち内閣府の手

続きを取らずとも出来るという事になります。 

【田中俊一 委員長】 

話は分かるんだけど、もともとそのバリケードの作り方自体もいろいろで、今のように戸口に１個

１個作るっていうのをやる必要はなかったんですね。それが義務付られているわけではなかった。だ

からバリケードを作る目的が元々は過剰な放射線被ばくを防ぐっていう意味だったと思いますが、結

果的には防犯上のバリケードにもなりましたけれども、だからそこを一緒に議論しない方がいいと思

うんです。 

飯舘でも長泥は、エリアの入口だけでバリケードがあります。双葉町どうなってるのかは、知らな

いけど結局帰還困難区域っていうデフィニッションの中だと飲み食いができない。だから水も飲めな

い。この暑い最中に作業しても。それでは、住民の人がこう来て何かをやろうって気に全くならない、

なれないし、できないっていう問題があります。だからその辺りは、もっと柔軟に考えていく必要が

あると思います。 

防犯上の問題は別に、前からお伺いしてると、外からの大きなアクセス道路の入口でコントロール

するという事で、中の方は線量的に問題なくなればある程度そこ自由にしていかないと、役所が考え

ているように住民の人はそう簡単に帰って来ないと思います。相当その辺を柔軟に優しく対応しない

と。元々決めた事自体がおかしいんだからね。平成 23 年 12 月ですが、事故から 10 か月以上も経っ

てから決めてやった事自体が非常にエキセントリックで若干クレイジーな対応だったと思います。結

果としてはそうなってきてるいるからしょうがないのですが、それをどういうふうに外すかっていう

事がこれから双葉町の未来、将来がかかってると思います。 

私がいろいろ申し上げるのは、後でも議論していただきたいと思いますけども、そういう役所的に

言うと、そういう制限を外したらみんな帰って来るかっていったら、まず帰って来ないですよ。でき

るだけ多くの方に帰って来れるような環境をどうやって作っていくかっていう事が大事なんです。だ

から除染とか放射線量を下げるって言うのは、それ自体はそういう環境整備の一つなんだという捉え

方をしていかないとなかなかうまくいかないなっていう気がします。 

そこら辺は、内閣府も環境省もそうですけども、少し柔軟に考えていただく必要がある。８年間頭

が固定化してるんですよね。内閣府もね。ずいぶん審議官とか課長とかにも言っているのだけどなか

なか進まない。でもそろそろもうそうしないといけませんので、役所はぜひそこら辺、現場の現地の

意見を最大限汲み取りながら取り組んで頂きたし、双葉町の方もどんどん要望を出していかれた方が

いいと思います。そうしないと前に進みませんので。ちょっと脱線しましたけど、他にご意見有りま

すか。 

【河津賢澄 副委員長】 

そうしますと避難指示解除準備区域については双葉町にありますね。そこについてはどういうふう

な、今度の常磐線が開通した後ですね。それはどういう規制になるんですか。全然規制しないってい

う考えですか。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

2019 年度末の避難指示解除目標で、その段階で避難指示解除準備区域の解除を目指したいという
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ところでありますけれども、法制度上何か避難指示が出ている状態ではなくなるという事で、そうい

う意味では他の避難指示解除がされた区域と同様の地域になるという事は確かであろうと思います。

ただ、町でも特殊な解除などと言ったりする事もあるんですけれども、なかなかここの中、元々町域

の４%程度にしかならない約２平方キロメートルの、その面積の狭い面積のエリアですけれども、そ

この中でもその中野地区復興産業拠点という事で産業団地の整備をしたり復興祈念公園でしたり海

岸堤防、海岸防災林という事でほとんど多くの土地が公共事業用地として買い上げを行っているとこ

ろであります。 

一部その両竹地区という所で公共事業用地としては買い上げていない所が残ってはおりますけど

も、そこの地区だけですと本当にその面積も小さく、元々の世帯数も少ないというような所で、その

区域だけで、なかなか町としてそこから住民の生活をスタートしていくというのは相当ハードルが高

い事だろうというふうに思っております。 

なかなか当然その避難指示が解除されたので、住んではいけませんという事を何か無理矢理すると

いう事は当然なかなか帰還促進という主旨にも合致はしないと思うんですけれども、そのような小さ

い面積、その少ない世帯からのスタートというよりは、2022年に双葉駅を中心とする特定復興再生拠

点区域の避難指示解除目標の時期に合わせて一斉というかたちで、住民の帰還をスタートできるとい

うふうに住民の皆様ともご議論しながら、持っていければ一番いいのかなというふうに町で考えてい

るところです。 

【河津賢澄 副委員長】 

考え方は分かりました。そうしたら他にアピールといいますか、対外的には、例えば今現在認識と

しては、例えば双葉町・大熊町というのは、いわゆる住民が全然戻れないというふうな事に位置づけ

されている訳ですよね。それに対して今度その取扱いと言いますか、一部は実は住める事は住めるん

ですよ。ただ条件がそろってないだけで、事情で住めないんですよという言い方をするのか、相変わ

らずやっぱり双葉町全体がやっぱりその区域の中に規制区域があるとかね、帰還困難区域と同じよう

なかたちで全域的にダメなんですよっていうような、対外的にはどういうふうにもっていこうとして

いるのかなっていう部分がちょっと見えない。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

対外的には、その居住という側面ですとまだ始まってませんという事になってしまいますけれども、

その中野地区復興産業拠点に来年の春以降、今工事を始めている会社もありますが、工場や事業所が

複数建ち始めます。また、町の産業交流センターという商業施設も含む建物がありましたり、県が震

災の記憶を伝承して未来に伝えていくアーカイブ拠点施設も整備がされる事になります。そういった

意味ではちょっと居住に先駆けるというかたちにはなりますけれども、そういったアーカイブ拠点施

設や産業の新たな立地等含めて、人の賑いあるいはその産業活動等を居住に先駆けて展開していく。

そういう復興ツーリズムとも通じて、復興の現状等を学んでいくその先駆けとなる地域として捉えて

います。そのアーカイブ拠点施設の開業や、町の産業交流センターの開業というところを、今目標を

東京オリンピック・パラリンピックの開幕前、直前っていうところを今目指して動いてますけれども、

そこで、町のその復興、双葉というそのまさに福島第一原子力発電所が立地していた町においてもこ

こまで出発する事ができているんですという事は、世界に向けて広くアピールをしていきたいなとい

うふうに思っております。 

【河津賢澄 副委員長】 

そうしますと、結局そこは自由に出入り出来るんですよという事を要するにアピールしていくとい

う事ですね。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

そうです。 

【河津賢澄 副委員長】 

特にアーカイブセンターについては。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

はい。 

【河津賢澄 副委員長】 

来年竣工されるんでしょうから。その時には自由に出入り出来ますよという事を。 
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【復興推進課主幹 田中聖也】 

もう積極的に誘客と言いますか、集客・誘客をアピールしていく場所にしたいと思っています。 

【田中俊一 委員長】 

でも来ないね。たぶんおっしゃるのは夢であって、現実にはそんなに甘くありません。その事もよ

く心にきちっと意識しておいた方がいいと思います。この委員会の役割は放射線防護の事なんですが、

この資料３の３ページにあるように、避難指示区域の見直しの基本的考え方があって、年間 20ｍ㏜以

下と書いてあります。基本的に実際測れば 20ミリを超えるような所もありません。たぶんその 10分

の１かそんなもんで多くても２、３ミリですが解除されない。 

だから、もう一つの解除の条件であるインフラ整備をどうするのかですね。ここが難しくて、人が

帰って来ない所でどこまでインフラの整備が出来るかって。基本的なのは電気とか水道とかそういう

のは必要だと思いますよ。 

でも医療とか、そんなものは人が居ない所に病院を持ってくるなんてまず無理ですね。商店もそう

です。実際は飯舘村はまだスーパーが１つもありません。コンビニが２つあるだけです。食堂もこの

前１つ増えたから２つになったけど、それも日中だけです。 

ですから、インフラ整備はなかなか大変です。双葉町の場合はもっと人口集約的なまちづくりにな

るから少しはいいとは思いまですが、なかなかそういう事を考えるとどっちが先かっていう、やっぱ

りまず人の出入りが自由に出来ないと、来て少し帰ろうとか、ほとんど帰らないって人が多いんです

ね、もう。８年、10年。10 年経っちゃいますよね。子供の事とかいろいろ考えるともう帰っても何も

する事が無いというような状況になりますので。だからそこら辺を常に考えながら町としても取組む

必要はあると思います。 

放射線防護上の問題は、実は今 10%ぐらいですか。特定復興地域は。それ以外の 90%どうするんだ

っていう話が全く今ゼロなんですよね。町長さんは非常に問題にしてると思うんですが、その辺も忘

れてはいけない問題です。その地域大部分はたぶん 20 ミリどころかずっと低いと思います。実際の

被ばく線量は。 

そういう状況の中でどうするかです。もう環境省がこれ以上の除染はしないという事を決めたら、

環境省が決めているという国が決めているって言った方がいいのかな。そうするとその残された地域

をどうするかっていう事も少しは頭に置いとかないといけない。私達のミッションがそこまでいくの

かどうかは分かりませんが、放射線の被ばく線量の点だけでは少なくともこうですよという実態、

我々が、実際やるかどうかは分かりませんが、先導するかたちで町民の方に発信していった方がいい

んじゃないかと思います。 

その上でどうするのかっていうのは一人ひとりのご判断だと思います。何かそういう事も合わせて

考えないと、この地域だけでいいのかっていうのがちょっと私気になるところですね。双葉町はどう

お考えなのかよく分りませんけど、まだそこまでは手が回らないってとこですか。 

でもこれは大事だと思うんですよ。一つのコアとして、復興のモチベーションを高めていくってい

う意味ではね。だからどういうまちづくりを将来考えるかって言った時に、まずここの所をきちっと

除染してやるという。除染しなければ解除しないっていう変な取り決めみたいなのがあるもんだから

おかしい。線量の問題がどっかいっちゃって。でも 20ｍ㏜っていうのは生きています。解除の要件と

して。かなりそういう点ではつじつまが合わない状態になってきているっていう事の中で、双葉町は

今後どうするのかっていうのはなかなか大変だと思いますが、少し整理してください。 

繰り返しですけど、この委員会はそういう意味で放射線の被ばく上の問題として健康影響とかいろ

んな事を含めてですけども、被ばくは問題ないと思いますが、ここはこうするべきだ、被ばくの問題

があるようだったらこうするべきだという事を言わなきゃいけないと。だからさっきの線引きもこの

カラーの色の付いた所だけですけど、他はどうなんだろうっていうのもやっぱり見ていく必要あるん

じゃないかと思います。そうじゃないと双葉町の人達を見捨てるみたいな感じになっちゃうので。後

でもう少し議論したらいいと思いますが、なかなか我々のミッションがどこなのかっていうのがよく

解らないところがあって。 

【河津賢澄 副委員長】 

たぶん一番初めにこのミッションを組んだ時には、やはりその今の地域の、この中のここに与えた

区域の中でどうなっているかっていう事を置いて、それを町の方に評価としてどうだという事を言う
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んだと。町全体まで考えると、これはちょっと大きすぎるかなっていう感じが私はするんですよ。と

いうのはむしろそうなってくると単に双葉町の問題ではなくなっているような感じはするんですよ

ね。国の全体の話に。 

【田中俊一 委員長】 

共通の問題だから首長さん、帰還困難区域を抱えて、全く拠点にも入ってない地域を抱えている首

長さんは、その事で国にも何度かたぶん要請はしていると思います。ただ、大変ですよ。大変だけれ

ども、全体を見ないで一部だけで単なる下請け的に線量を測って、いいですよっていうのは、これは

何もしないのと同じですよ、きっと。もう一つ、2022 年の春から帰って来る事を期待するにしても、

それまでにリスクコミュニケーションの話がさっきありましたけども、それをどういうふうに進める

かっていう事も大切です。 

双葉町の方、あちこちに今住んでおられますよね。その方達とどの程度きめ細かでそういう放射線

リスクに対する不安をどうやって拭っていくのかっていうのも大きな視点だと思いますけども、その

辺については何かお考えがありますか。これからになるのですかね。次の議題ぐらいになるのでしょ

うか。せっかくですからどうぞ。 

【佐藤久志 委員】 

積量を１ミリ以内に抑えるっていうのは、これは内部被ばくはほとんど無いと考えて、外部被ばく

だけでよろしいですよね。そう理解して。あとは計算値でいくのか、シャトルみたいなの付けて個人

線量で管理していくのかっていうところも含めて、そういうビジョンを示してもらえると戻る人は計

算で出された値で縛られるのか、実測で縛られるのかっで変わって、かなり生活スタイルは変わって

くると思います。 

おそらく実測が一番いいんだろうなとは思うんですけど、期間が経たないと終わってからしか出て

こないんで。行く前に例えばモデルケースみたいな感じで、何人かの人が最初に入って、そういうの

もを付けてみて生活して、こんなデータ出きたって出すのも一つの方法かなって思いますけど。 

【田中俊一 委員長】 

すごく大事な事ですね。 

【佐藤久志 委員】 

あとはおそらく、夜はほとんど人がいなくて、昼だけ動くっていう町にたぶんなると思うんですね。

今のビジョンだと。なので夜の部分、ほとんど寝てる時間に家で被ばくするのが多い訳ですから、日

中だったらもっと低い値で帰って来れると思います。 

その辺こう現実に則した線量推定。年間 20ｍ㏜なんていうのはもう無いですから。なぜこの制限

が，現時点でも残っているのかと思うぐらいなので、５ミリとか３ミリとか１ミリでいいとは思いま

すので。そこも少し考えた方がいいのかなとは思います。 

【石川徹夫 委員】 

先ほどの資料で、代表的な行動パターンごとで線量を推計するっていうのが書いてあるのですけど、

代表的なパターンをどういうふうに設定するのかで結構違ってくると思いますので、その辺の設定の

仕方が大事なのかなというふうに思います。 

【田中俊一 委員長】 

結局、客観的な代表性なんていうのはたぶん出来なくて、だから前回事務局に申し上げたのは、準

備のため、これからたくさんの人が、役場の職員含めて入るので、事業者もいるんで、そういう人達

に Dシャトルみたいなもの付けていただいて、それを全部こうたくさんのデータを出してみて、それ

を見て、だいたいこの範囲ぐらいには入ってますねっていう、そういう事をやっぱり今度は住民の人

に発信するのがいいんじゃないかっていうことを申し上げたことがあるんです。 

ただそれは、次の議論になるのかもしれませんけども、なかなかおっしゃる通りなんです。言葉で、

代表的だとか、それから計算で評価するのか、実測で評価するのか、これ全く違ってくるんですよ。

空間線量で評価するっていうのはもう破綻しています。実際には。家族一人一人が同じ家族だって全

然違うし、やっている仕事でも違ってきますし。だからその辺りもきっちり認識しなければいけない

し、内部被ばくの問題はホールボディーでたまにやってあげるって事もあるだろうけども、食べ物に

対する安心感というのは、少し別問題のようです。 

【佐藤久志 委員】 
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ここで作っている食べ物は流通しませんので。結局空中で飛んで来るものも無いですから。 

【田中俊一 委員長】 

無いんですよ。だから実質的には外から流通しているものでは内部被ばくは無いんです。ただ実際

に、帰って来てここで作って食べるとか、地の物を食べたいっていう時に、どうかっていうのは、き

ちっと測ってあげるという事でいいと思います。 

放射線防護の基準は、総量規制なんだけども、今、日本は濃度規制になっています。だからもう国

際的に言うと、乾いたものの濃度ではなくて、実際それを食べる時の濃度でやっていいって事になっ

ているんだけども、我が国はそういう考え方が全くできてないのです。今、干しシイタケがどうとか、

干し柿がどうとかっていう事を言ってるんだけども、もう話にならないんですが、実態としてそうな

ってる時にどういうふうに安心を、やっぱり外の物だけを食べていればいいっていうもんでもないと

思います。 

だからそこら辺は、逆に言うと、伊達とか川俣とかはすぐに取って食べるっていう状況でしたから、

それに対する測定サービスをやって、実際持ってきてもらって測って、こうですって言うと皆さん安

心してくれるっていう事がありました。双葉もだからだんだんそういうフェーズに移ってかざるを得

ないと思います。そういう体制を今後作っていくっていうのも大事だと思います。そうじゃないと帰

って来て農業も出来ないし、何も作れない。 

【佐藤久志 委員】 

そうですね。庭で自家作物ぐらいは。たぶんそこだけ土を入れ替えればそんな難しい事ではないで

しょうし。実際ここで作ってもほとんど入らないです。 

【田中俊一 委員長】 

出ないですよ。 

【佐藤久志 委員】 

出ないですね。 

【田中俊一 委員長】 

出ないですよ。出たってどうってことないですよ。 

【佐藤久志 委員】 

ここでどうってことないって言うと、いろいろ問題が出てしまうので、食べて、どのくらい被ばく

するという教育とか、パターンとか。ただ僕が一番心配してるのが、夜いるっていう事が一番被ばく

の原因だと思うんですよ。家で寝てる時間。日中動いてる時間よりも、夜同じ所でずっと居るって方

が、１日の半分以上はそこに居るので、夜ここで過ごすのか、他の所で寝てて昼だけ来るのかの問題

も。それ半分くらい。そういう生活パターンもちょっと何て言うんでしょうか。 

【田中俊一 委員長】 

かなり一般的に言うと、最近の家はしっかり出来てて、遮蔽効果がいいもんですから。 

【佐藤久志 委員】 

新しい土地で一回、一面変えればだいぶ下がるとは思うんですけども、既存の所に建て替えるとか

増築ってなるとちょっとやっぱり。 

【田中俊一 委員長】 

役所の説明はそういう事なんですけれども。他によろしいですかね。とりあえず先に進んで、終わ

ってまた時間を見ながら。 

 

（３）放射線等に関するリスクコミュニケーションについて 

 

【田中俊一 委員長】 

次の議題をお願いします。 

【住民生活課長補佐兼帰町準備係長 中里俊勝】 

双葉町帰町準備室の中里です。私の方からは、もう先生方の方でリスクコミュニケーションについ

てほぼ触れていただいていると思うのですが、改めまして私の方からご説明をさせていただきます。

着座にてご説明をさしていただきます。只今内閣府のご担当者様あるいはもう先生方の方でリスクコ

ミュニケーションの方のご議論頂戴をしているのですが放射線防対策の概要でありますとか避難指
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示解除に向けた取り組みについて資料をもとにご説明を頂きましたが、それを踏まえてこちらの方で、

今の D シャトルの話しであるとかそういった事も含めて中々その町の方でこういうふうな事ってい

うようなことが難しかったもんですから、例えば先行して避難指示が解除になった市町村を含む近隣

自治体が放射線防護に関してどのような取り組みを行っているか項目毎にお示ししたのが一番最後

に付けておきました資料５両面の印刷の方の資料になります。 

モニタリングもそうなんですが、先程ご議論いただきました Dシャトルについての町民の方である

とか先行配布だと８つの項目について近隣自治体の具体的な取組みを挙げさせて頂きました。勿論他

にも様々なかたちで自治体毎に防護対策に取り組んでおり、これらの取り組みが幅広になされ、結果

が住民や来訪者の方を含む様々な主体でよく共有されることで原子力災害に対するリスクコミュニ

ケーションが図られているというようなかたちになっております。双葉町においても 2020 年に関し

ましては居住前提であるという位置付けではないのですが、勿論先生方からもご議論頂いております

現在取り組んでいる施策を含む様々なかたちの防護対策、今から多面的な方向から取り組むことによ

り来訪者の方に安心しておいで頂けるでありますとか、または将来的に住民が安心して帰還できる環

境整備を行いたいと考えております。 

第１回検証委員会におきましても、田中委員長よりも町民の方が帰還するにあたっては放射線被ば

くに関する不安、生活上の放射線対策等についての不安をできるだけなくすことが必要である、とい

うようなご意見を頂戴しましたが、それにつきましては本当に長期間をかけて取り組む、あるいは今

の段階でもご議論頂いてあるいは町の方で議論をして取り組むのが必要、というようなかたちで考え

ております。今回に限らず検証委員の先生方から様々なご議論、ご提案を頂きまして、町として実現

に向け考えていく事で、町民の方、対応される方、また多くの方の不安解消に向けて努めて参りたい

というふうに考えております。私の方からの概要と、町の説明を終わらせて頂きたいと思います。あ

りがとうございました。 

【田中俊一 委員長】 

リスクコミュニケーションについて、鈴木さんが来ているから今どんな取り組みをしているかちょ

っと補足説明して頂けますか。 

【環境省 鈴木健之 主査】 

環境省の放射線健康管理担当参事官室の鈴木と申します。 

私ども環境省の方から、このいわき市に放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター、こ

ちらを置いて、各町のリスクコミュニケーションを支援するというかたちで取り組んでおります。恐

らくそれと関連するようなことが今、多分資料５のところに散りばめられているのかな、と思うんで

すが、先程も話がありました Dシャトル、個人被ばく線量、外曝に関して言うと多分６番に Dシャト

ル貸し出しという形でいくつかの町が書いてあると思うんですが、実際はこれは貸し出しというより

は、貸し出して実際に測っていただいて、最初の頃は少し手間なんですけど、１日の中で今日は外で

農作業したとか、今日はコンクリートの建物の中にいたとか、そういうような行動の記録も一緒にと

っていただいて、それを例えば１週間ぐらいとって結果をご本人に返す時に、例えば何月何日少し高

かったですね、じゃあそれは何ででしょうかっていう会話をして、それによってご本人がもうちょっ

と生活スタイルを変えた方がいいのか、実はずっと心配していた場所だったんだけど全然外部被ばく

には影響無かったとか、そういうのを知っていただくっていうそのためのある意味、道具というかツ

ールとして使っています。これが Dシャトルでして、これがいわゆるその推計値で空間線量率、点の

物から推計して測るというよりはやっぱりこういうものを使って D シャトルはあくまで道具として

コミュニケーションをとっていくと。その時に、それ以外の生活上の悩みとかを聞くというのも１つ

あるかなと思っています。 

後はその５番の所にある放射線相談窓口と書いてますけども、例えばその浪江町さんで言うと、多

分これは加速化交付金を活用されていると思いますけど、放射線相談員というかたちで置いて、この

方が、住民の方からちょっと家の２階の線量が高いって言われて心配なんだとか、少しその親戚が遊

びに来る時にどうやって答えたらいいのかとかそういう相談を受け付ける様な体制もとってまして。

少し技術的に難しい話があれば相談員支援センターの方に聞いて対応するということもやっており

ます。 

あと資料には無いのですが、やはり８年前の情報で結構固まっている方もいるので、遠方に避難さ
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れていればいるほどいると思います。なので、実際に例えばその１F を、今の現状を見ていただくと

か元々同じ地区であった方々が集まって自分の故郷を見ていただくとか、実際物を見て頂くというか

たちで情報を出していくというところは割と我々の方では重視していまして、今例えばその情報誌、

タウン誌というのももちろん重要なんですけども、やっぱりその中々難しい凝り固まった情報をリプ

レイスするためにはやっぱり今現状を見ていただくっていう取り組みが大変重じゃないかなという

ふうに考えております。 

同じようなことを、帰ってきた後で言いますと、恐らく７番で食品モニタリングというのもあるん

ですけども、これは各町で食品検査所で測った結果を月毎というかたちで結果公表して、いわゆる流

通の基準値を超えるものが何%ありましたっていうのは出してますけども、こちらも町によりけりで

すけども、少しこの測りに来た時にたまに例えば 90Bq/kg に近い様な物とか例えば 100 Bq/kg 超え

た物とかありますけど、実際それを食べてどうなるのかっていうところの相談も、このモニタリング

所でやっているところもありますし、そこで聞かれた時にどう答えればいいかっていう所を我々の方

で補足したりというのもやってまして。あくまで流通上の基準で市場に出せるか出せないかって基準

なんですが、やっぱり住まいの方にしてみると自分が畑で作ったものを自分が食べるにしてもやっぱ

りそういう物で、縛られてしまっているところもあるので、そこもきちんと、そういうような場所で

説明をしたりとか実際その少し泥を落とすとか皮剥くとか調理するだけでも全然線量変わってきま

すので、そういった所も丁寧に答えて戻ってきた後に、これが食べれないあれが食べれない何が出来

ないここに入れないというのが無いように、対応していくというのを先行解除された自治体さんでは

取り組んでいます。 

少し先走りになりますけども実際に来春で先行的に解除、先行的に立ち入り制限緩和されるとは思

いますけれども、その際に実際に 2022 年の解除になってからそういう取り組みを始めるというより

は、できるだけ来春のタイミングから、仮に戻ったら戻った時の生活で何を注意しなきゃいけないの

かとか、これが出来るのかあれが出来ないのかっていうイメージを持っていただくっていう意味でも

リスクコミュニケーションを早めに取り組まれた方がいいんじゃないかなというふうには私共の方

では思ってます。 

他にも取組みとしては色々あるんですけども、ざっと大きなところで言うと今申し上げたところか

なというふうに思います。 

【田中俊一 委員長】 

多分、町役場の人が中々そこまで詳しくは掌握してないかもしれないけれど、私の知る限りでは、

然るべき国の予算が出てリスコミの体制が出来ていて、実績も随分他で積んで、要するに数人集まっ

たところでも専門家がいてリスクコミュニケーションを諮る車座座談会とかね。それから先程ちょっ

とありましたように故郷ももう何年も見てないからバスを仕立てて、見てみようとかってそういう取

り組みもやってるんで、それももう今日鈴木さんが来てるんで、彼のところで全部サービスしてくれ

るので、そういう事も是非利用するっていうことで、とにかくこう何か解除されたら町民の方はどう

ぞお帰り下さいっていっても誰も帰ってこないって事だけは事実ですから、その前にやっぱり双葉町、

自分の故郷に対する想いってのはまだ少しでも残ってる人はいますから、そういう方達に是非接触す

るようにしていって頂ければと思います。 

多分そのリスコミセンターの方、かなりのスタッフもいるし、各市町村にも役場なんかに常駐して

そういう事業に携わっている人もいますので、そういう方も含めて、役場の負担にならない範囲でか

なりの事ができると思います。それから双葉町は今いわきとか福島・郡山の方とかに、多分埼玉の方

にもおられるって聞いているんですが、そうすると全くこう状況が平成 23 年の時から変わって無い

かもしれないですね、頭の中まで。そういう方達にもその出かけてってこういう事ですよっていう話

をして頂くような、そういう取り組みをして頂ければと思います。そういう事は多分双葉町がやろう

と思うと大変ですけどそういう事をお願いすればいいと思います。勿論役場はその住民との接点にな

って頂かないといけませんけどね。そういう事をして、出来るだけこっちにシンパシーを持って貰う

ように計っていって頂ければと思います。その時に放射線の不安、懸念っていうのをそこでも話をす

るし、我々の立場で言えば客観的にそれをどういうふうに判断すべきかってのは、お医者さんもおる

し、健康上の問題とかもありますから、ただそのそういう事で進めて頂くという事が大事です。くど

いようですけど、ここが単に放射線のそのデータがどうだ、信頼できるかどうかなんて事やってたっ
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てしょうがないと私は思います。そんな事で皆さんお忙しいのに時間を潰す必要はないと思う。やっ

ぱり双葉町の全体の復興を目指してどんな役割を果たすべきか果たせるかっていうところで是非活

用方法を考えて頂いた方がいいんじゃないか、多分先生方も私勝手に言ってますけど。 

【河津賢澄 副委員長】 

多分双葉町でも色々支援センターだとか、そういうとこからへの情報というのはかなり入ってると

思うんですよね。具体的に車座の集会であるとか、それから講師派遣だとか。あと１F、２F の見学

会とか。ああいった事も全部一応入ってるんだと思うんですけれども、そういったものの実績ってい

うのはどうなんですか、今現在までこういうことに取り組んできたっていう実績がもしあったら教え

て頂ければ。そこには非常にこうあちこちバラけてるって言いますかね、他と違って核になるところ

が少ないんで、結構難しいんだと思うんですけれども。今迄の取組みというのが分かれば。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

その町の状況、こういって復興に向けてもう歩み始めたいという事を、具体的な姿でもってお示し

をやはり町民の皆さんに説明させて頂いて、実感を少しずつ掴んで頂く必要があるかと思っておりま

す。それで毎年、やっぱり避難先は多岐にわたりますので、全国 11 か所去年ですと 11 か所で町政懇

談会というかたちで、秋に各地、埼玉県を含め東京でしたり、仙台でしたり、あるいは福島県内の各

地中通り等含めて、あるいは新潟県柏崎だったり、そういった所で、町長あるいは担当課長からこう

いう取り組みをしていますという所をご説明にお伺いして、意見交換をして帰ってくる、というのを

やって来てました。 

その支援センター通じていろんな見学会とかというところ、ちょっと今、実績がパッと出てこなか

ったところはあるのですけれども、そういうかたちで、、皆さんの避難先にお伺いして、ご説明を続け

てきてはおります。 

【河津賢澄 副委員長】 

ぜひ委員長が仰ったように、やっぱりかなり活用しないと支援センター。 

【田中俊一 委員長】 

そうですね。 

【河津賢澄 副委員長】 

そういうのどんどんと広げていけばいいと思う。 

【田中俊一 委員長】 

一朝一夕には中々できませんけども、ほんとに手間暇かかることで、成果が中々あがりにくい我慢

強い取組みが要りますので。そういう事は、さっき鈴木さんには説明して頂いたけど、彼のところの

スタッフはかなりそういうトレーニングをしてその説明資料なんかも随分作って、冊子なんかも作っ

ているので、そういうのも活用しながらやっていかれたらいいのだと思います。その中で我々は、家

のここはどの程度か、自分の家は場所が違う所にあるんだけどどのぐらい線量かというような要望が

あれば、そこは測ってあげて、こうですよとかね。そういう、一人一人にこう、手間暇をかけるぐら

いの取り組みをしないと、この問題は中々進まないなって思います。ちょっとフェーズが少し変わっ

てきている。準備区域で帰還を目指してるいう事になりますと住民に寄り添った取り組みが必要で、

そうしたことについてご検討いただきたいと思います。 

内閣府の方も、私硬いと思うんだよね。平成 23 年に決めたことはもうカビが生えてて、実態に合

わないですよ。エキセントリックな状況の中で当時の政権が決めたからわけの分からんことになって

います。閣議決定とか法律をひっくり返せとまでは言わないけども、解釈は色々幅広く出来るはずで

すよね。実態に合うようにそこを上手にやって頂いて知恵を出して頂きたいと思います。 

全体一応一通り議題は今日の予定議題の話は済みましたが、通して何か。もし無ければ、私が事務

局にお願いしてたのは、途中で私がはずれた、話しすぎた面もあるんですが、これからどうやったら

その双葉町の帰還をプロモートできるのかという、どういうことをすべきかというご提案を、お考え

をもう思いつきでも結構ですし、今までの経験も踏まえてお願いします。多分、お医者さんの立場で

色々ご経験されてきていると思うんで。そういう時に皆さんの不安はこういうもんですよとか。福島

大学や医大は特にそういう取り組みをたくさんやっていますよね。 

【石川徹夫 委員】 

町の人の声でも少しお聞かせ頂けると参考になるのかなという様に思います。 
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【佐藤久志 委員】 

環境省の下請けというか、リスコミは僕に役割が回って来て、震災直後から講演会とかリスコミに

いっているんですけど、大分フェーズが変わって来て、最初のほんとにすぐの数か月の頃は、もうリ

スコミュニケーションじゃなくてパニックみたいですけれども、落ち着きなさいっていう講演をやっ

て、その後千人位の会場で僕が知っている事を伝えると、怒られて帰ってくるっていう、そういう団

体との反発っていうか、科学が寄り添っていないっていうやりとりですよね。また私の主張とのぶつ

かり合いみたいなのがあって、その後今やっているのは、そういう大きい会ではなくって小さい会で

やる座談会、車座みたいなものとかで。司会がいるんですけど、ざっくばらんにその場でこうやり取

りをして、あんまり資料を準備しないでその場で不安なことを相談していくっていう方がリアリティ

があるというか。これから帰るから住むっていう人の本当に困っている事がぽんと出てきてそれに対

して回答が出るので、凄く僕もやっててもやりがいがありますし、向こうも聞いてちゃんと説明して

あげると、分かってくれるし、自分の生活に密着していることなので、吸収もいいんですね。 

そういうのが一つと、あとは来週、浪江の新人の町役場の研修会があるのでその時話をしますけれ

ど、そこはもう窓口の人の対応なので、ある程度は冷静に知ってる事実が環境情報を伝える事が出来

てかなりそのリスコミの対象によって内容をかなり変えてます。後は僕、患者さんもいるんですね。

つまり一対一で対応してる患者さんは癌の患者さんなんで、やっぱり皆恐れてるのは放射線で癌にな

る可能性ということなんですけど、もう癌になってる人なので、同じリスコミをしても凄く冷静に聞

いて貰えるんです。この辺に住んでての患者さんもいらっしゃいますし、全く違うとこの患者さんも

いるんですけど、癌ってのは診てるので、何て言うんでしょうちょっと一歩引いて僕の話を聞いて貰

えるんで、凄く話をしてもしっかり染み込んでくという感じがします。ただ癌になっていない人はや

っぱり怖いので、そう言われてもみたいなところがありますから、やっぱりその対象の方が、病気と

いうのはなるもんだとか、その何時までも避けきれないんだ、みたいなそういう病気のリスクも含め

て、多分皆恐れてるのはお子さんなり自分なりが将来放射線で癌になっちゃうのではないか、癌のリ

スクが増えるんじゃないかという事を恐れてると思います。そこに尽きると思いますので、癌という

のはなるもんだしっていう、癌の何て言うんでしょう、リスコミみたいな感じもしてあげないと、癌

のリスクって放射線だけじゃなくて糖尿病だったり高血糖だったり色んなリスクがある訳ですから、

その中の一つとして元々放射線って１、２%ぐらいのリスクなんですね。 

【田中俊一 委員長】 

殆どもう、今回の事故による被ばくで放射線で癌になることはない、と言い切った方がいい位なん

だけども、それを結局自分で納得して頂くしかないんですよね、最終的には。 

【佐藤久志 委員】 

ないんですね。他のリスクと比べたりしないとリスク比べられないので、そういうリスコミュニケ

ーションって他のリスクとの比較になってきますから、そこら辺も含めて放射線だけじゃなくって、

してあげるといいかなと思います。やっぱり癌の話になってくると、やっぱり医者が言うべきことに

なってくるのかな、とは思います。 

あともう 1 つ、自分が癌のサバイバーなんでね。 

【田中俊一 委員長】 

いや、癌細胞、癌には一生のうち必ずあって私だって初期癌を取ったことありますしね。 

【佐藤久志 委員】 

そうすると、ほぼそうだよって言うとほっと窓口まで来てくれてコミュニケーションがつくりやす

い。福井の勝山ってとこに呼ばれて講演会した時に、農家の方がじゃあ僕が福島から来たっていうだ

けで，敵対心を抱かれていて、あの野郎何を言うんだみたいな雰囲気だったんですけどお昼ご飯の時

に、ほとんど手を付けられなかったので，理由をお聞きしたところ癌の治療中で食べれないのですと

言われたので，私も癌のサバイバーですよ、と言ったらすぐ仲良くなっちゃって、実際の講演会の時

にはの内容もよく聞いていただいて，理解も頂けました。ニコニコしてやってるだけなんで、やっぱ

りそういうこう何て言うんでしょう、あと僕が福島で被ばくの時にいたっていう福島の人ってので話

を聞く時とか説明をした時に受け入れてもらえやすい立場なのかなと思って。ちょっとずるいと思う

んですが。それは目いっぱい使わせて頂いて、なるべくオープンにしてやりました。はい。全員が出

来ないとは思うんですけどね。 
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【田中俊一 委員長】 

色んな誤った情報を誠しやかに流すにわか専門家がいっぱいいますので、そういう影響当初の頃非

常に大きく受けているんです。その頭がこうトラウマになって中々払拭できないんでいるんですよね、

多くの人が。だからそういう不安を出してもらいつつそこをどうやって、話をまず聞いてあげて、後

は客観的なデータとかを説明して、最終的にはご本人が判断するという事になると思うんですが、多

分そういうコミュニケーションがこれから必要なんだと思いますね、放射線に関しては。遺伝的な影

響もちょっと言っていましたけど、遺伝的影響になるって自分が恐れていると余所の人はもっと恐れ

ているんで、いずれ福島の子供はうちの嫁さんには貰えないとかね、そういうのが出てくるんですよ

といっています。広島、長崎にそういう状況があったんですが、今まででも福島から来たらちょっと

傍に来るなとか、言われたっていう経験を持ってる子供達もかなりいます、私の知る限り。とんでも

ないんですが、自分達がちゃんとそこを乗り越えていかないと、そういう変な差別に立ち向かえなく

なります。 

そういうものがある限りはもう双葉町にいくら呼び込もうとしたって帰ってきませんよ、そういう

方達は。だからそこんところをよく考えとかないと、結局比較的たくさん帰って来てるところと全然

もう富岡町のようにさっぱり帰って来ないところがある。富岡は町民人口が多いのですが、今は、皆

外の人ばっかりですね。住民が帰ってこない、もともとの。だからそういう事にならない様にせっか

く双葉町は 1 つのモデルとしてやろうっていう町長の意気込みもあるようですから、是非そういう方

向でいって頂ければと思います。 

石川先生なんかも色々ご経験されているんじゃないですか。 

【石川徹夫 委員】 

町の方では町民の相談に対応できるような相談員とかそういうのはある程度揃っているのか。スタ

ッフ的には揃っているんでしょうか。 

【住民生活課長補佐兼帰町準備係長 中里俊勝】 

いやまだまだそろってないと思います。健康不安に関しては、町の保健師であるとかそういう人材

が今いわきと郡山とで常駐しておりますが、そこを訪問してお話を聞いたりとかはしているのですが、

なかなかそれが放射線防護の話までいってしまうと、まだトレーニングが出来ていないなっていうの

が正直な感想です。 

【石川徹夫 委員】 

私、リスコミの専門家から聞いた話なんですけど、信頼できるリスクコミュニケーターの条件が３

つあるっていうふうに伺いまして。まず価値観を共有できるということ。そして公平であるっていう

こと、そして知識・能力があるということ、なんかその３つというふうに私聞いた事があるんですけ

ど、その価値観の共有っていう観点からすると、元町民の方がリスクコミュニケーターとなる方が一

番いいので、部外者よりも価値観の共有的にはもっと近く、元町民の方がそうなって頂いたら理想的

なのかなということで。理想的には元町民の方で知識・能力があって公平に物事が見られる人がいれ

ば理想的なんですけれども。なかなか難しいとは思うんですけど、そういうコミュニケーターが育て

ばいいのかなっていうふうに思います。 

【佐藤久志 委員】 

大学で半年に１回とかやってますんで、来て頂くと、モデルケース出して、リスコミの専門の先生

とか放射線の先生が来て、３日間位たっぷりやります。大変ですけど、やっぱり充実感ありますんで。

もし町の人で受けたいって人がいれば、応募して頂ければ。 

【石川徹夫 委員】 

役場だったら人事異動とか、部署が変っちゃうって人があるんじゃないんですか。一旦育ってやっ

ぱり育成されたコミュニケーターが別の部署に移っちゃうっていうと非常に残念だなと、もしそうい

う事があるとすると何とかそういう同じ方を継続してできるようにされるといいのかなっていうふ

うに思います。 

【田中俊一 委員長】 

まず数年前ここで私が町長と話したことがあるんですが、役場の方自身が、やっぱりその不安を持

っていて、そこを何とか払拭しないと復興の取り組みはできないって町長が仰って私は話をしたこと

があるんです。多分話を聞いただけでは全然駄目なんですよね。毎日皆さんの様に双葉の現地に行っ
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たりしてるとだんだん慣れてきて、こっちでずっと住んでいたのとは違って、そういうバリアは低く

なっているんだろうとは思います。色々とりとめのないことを申し上げていますけども、少しいくつ

かトライして頂いた方がいいと思うんです。多分そのサポートは、鈴木さんの方に頼めば、ある程度

やって頂けますよね。特にここは大事な町ですから。 

【環境省 鈴木健之 主査】 

そうですね。先程申し上げたのは、ほんの１例なので、例えば今放射線、相談員の方の要件という

かどういう方が望ましいかというのがありましたけれど、最後の知識・能力とかまで、放射線の知識・

能力まで求めると余程のスーパーマンじゃないとできないので、多分その部分は、住民の方から聞い

て答えられないことは、「分かった私が相談員支援センターに聞いてくるからというかたちで引きと

っていただいてもいいのかなと思っていまして。できれば元お住いの方、結構、よその町の相談員の

方も隣町から出身で活躍されているんですけど、最初の頃は町が違うだけでもなかなか話を聞いても

らえなかったというくらいみたいなので。ここはできれば町の中で有志の方がいると一番いいのかな

というところでして。なので、その方中々役所の、役場の方が直接対応しようとすると他の業務もあ

ったり色々異動もしたり中々大変なので、できればそういう方、別に役場の OB の方でも全然いいと

思いますし、そういう方を見つけていただくのがまず一番かなと思っています。何でも私ども環境省

からの支援センターの方に聞いていただいたら、よそでこうやっているとかっていうとこもっと詳し

くお伝えできますし、なかなか町の役場で一人ひとりに、対応ってとこ難しいところなんかも相談乗

ります。是非そこら辺は多分何が出来る、出来ないというより出来ない支援できない事を探す方が難

しいくらいの対応をさせていますので、そこら辺は何でも言っていただければなと思ってます。 

【田中俊一 委員長】 

一度、支援センターの彼とかベテランもいますから、役場に呼んで、どういう事はできるのか、ど

ういう事をやればいいのかということをここ６、７年経験して、いろんなところで経験を積んいます。

私、リスコミの方の会議の座長もやっているので、そんな事を申し上げているのですが、そこで色ん

な経験がありますんで、地元の方も相談員がいっぱいいてその人達の経験も聞く事が出来ますので、

そういうのでじゃあ双葉町として、こんなことをやってみようか、やって貰おうかっていうのを少し

取り組み始められたらいかがですかね。そうした取組みについてはそちらの方から少し具体的に提案

をして頂くと、何でもできますってと何かどっからとっていいか分かりませんのでね。是非お願いし

ます。 

【環境省 鈴木健之 主査】 

割と健康とか保健関係の部署の方が恐らく相談窓口されているかと他の役場も殆どがそういう

方々が窓口をされているので、多分そういう方々ともう少し具体的なやり取りをさせて頂いた方がい

いかなと思ってます。 

【佐藤久志 委員】 

やっぱり医療関係者っていうのが信頼のおけるという、多分嘘はつかないだろうっていう、さらに

それが知ってる人だと、さらにいいんですけど。そういうような人はいっぱいいる訳ではないんで。

やっぱり地元の人にやって貰うのが一番いいんでしょうね。 

【田中俊一 委員長】 

医大の方にも色んなセンターが出来てて、色んなデータが集まって、前にお伺いしたら相談を受け

ている方がノイローゼになりそうだとかって言ってましたけど。 

【佐藤久志 委員】 

そうですね、親身だってやってるとだんだんちょっと病んでくるかもですね。やっぱり色んな相談

があってどうにもならない事とか科学の話ししてると全然寄り添わないって言われるので、寄り添う

って結構、科学ベースにしていくと難しいんで、やっぱりそこは担当者を変えないといけないのかな

と。 

【田中俊一 委員長】 

そんなこともありますから、先行事例がいっぱいありますんで、うまく生かしてやって下さい。 

河津先生何かありますか。具体的に。 

【河津賢澄 副委員長】 

リスコミについては色々、私もずっと関わってきたんで。支援センターの方もお世話になりました。
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一つ、やっぱりこの前、大学の新入生相手に話したり質問受けたりしたんですけど、今のちょうど新

入生、18 歳って大体小学生５、６年生ですかね、当時。質問でも、やっぱりよく理解できていないっ

ていう現状です。福島大学の学生で。極端な話、やっぱりシーベルトとベクレルの差がまだはっきり

とわかってないというか。学生、大学生ですよ。 

【田中俊一 委員長】 

意外と難しい。 

【河津賢澄 副委員長】 

そういうのが分からないって人はかなり。ましてや一般の人は、そこをほんと理解できているのか

っていうか、今日の朝の、例えばニュースでも NHK で放射線量を出すわけですね。放射線量は今現

在どこの町でどの位ですよって幅を付けながら。双葉辺りだと例えば 0.1 から 3.いくつか 4.いくつか

それ位です。そうやって数字を見てる訳です。 

そのシーベルトの単位、どれだけの人が、じゃあはっきり理解してるかっていうのは中々。恐らく

殆どすっと皆出た瞬間に他のことを考えてるんですよ。例えばもう気圧なんかだとヘクトパスカルだ

ってのは頭に入って来てる訳ですよ。まだシーベルトっていのはどうも入っていない様な。理解の感

じからするとですね。 

【田中俊一 委員長】 

いや入ってないと思います。それはもう永遠に入らないと思います。 

【河津賢澄 副委員長】 

そういう意味では、私らも教育っていうところから、学校の先生を出していってそういう教育も始

めているんですけどね。だからやっぱりそういった方に行き場がないものをやっぱりやっていかない

と中々難しいかなって。 

【田中俊一 委員長】 

そうなんですよね。中々どういうふうにするかって。 

【佐藤久志 委員】 

メディアを使うべきだと思います。やはり子供に情報を伝える技術がうまい局もあるわけですから、

周りの力っていうのはやっぱりそういう小っちゃい子の教育、染める必要はないんですけど、分かり

やすく比較的にという意味ではやっぱりメディアの方がやっぱり自分らが資料作っても勝てないの

で、そうしたことよりも入って頂く気がするかなと。 

【河津賢澄 副委員長】 

あと、私が感じているのは、いろんな所で講演会やる訳でしょ、そしてその直接こう話して、質問

とかも出るんですけど、やっぱり一番最初に感じるのはやっぱり相場観ってなかなか頭に入ってない

っていうか、あのミリシーベルトとマイクロシーベルトの差さえよく分からない、数字だけが独り歩

きしてて、そこのその、今現在の例えばこの部屋の中にどれ位かっていうその相場観と、それから実

際に被ばく、内部被ばくなり外部被ばくなりした場合、その相場観みたいなのはやっぱりどこか入っ

てないので、何かいきなりあれがもう危ないみたいな世界がやっぱりどこかであるような感じがしま

す。 

【田中俊一 委員長】 

それがもう非常に難しい。大変で、この前飯舘の中学校の講義をした時も、毎日カリウム 40 は 50

㏃平均摂取しているから１年間でどのくらいの被ばく量になるのか計算してもらいました。裏の山で

採れたキノコ１キロ 1 万 5000 ㏃もあるんだけど、これをどんぶりで１杯２杯食べた時にどの位にな

るかも計算してもらいました。比較すればもう遥かにカリウムの方が大きい訳ですよね。キノコのご

飯を毎日食べる事は無い訳で。だからそういう体験型で、自分で手を汚すとか考えないと中々その先

生のおっしゃる相場観って出てこない。 

【佐藤久志 委員】 

問題もあるんですけど、食べている訳ですから。セシウムも例えば 10 ㏃食べるとかいうのを実際

やってみると、いろいろ問題があるのですけど、結局 7000 ㏃入ってる訳じゃないですか。ここに 10

㏃って 7000 というのが 10 になった時にどの位の差異になるのかとか、そういう感覚的な捉え方、

いわゆる相場観というのがこれは無理そうだとか大丈夫そうだっていう感覚を僕はなるべく伝える

ようにしているんですけど。僕は毎日ミリもマイクロもついてない量で治療してるんで、患者さんに
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今回どのくらい使うんですかってのに 10 万倍位かなって。１回でビックリされてしまうのですが，

その後のお話では、じゃあその福島の被ばくってこのくらいなんですねと冷静に理解いただけること

が多いです。 

【河津賢澄 副委員長】 

確かに 100 ㏃っていう基準で、あれでもう元々基準の作り方をよく考えれば、100 ㏃超えたのを食

べたって全然問題ない訳でね。そもそも。ええ。事故当時ちょうど私、松茸を測ったことあります。

それは NA だったんで正式に分かる必要はない、必要もない。そのまま大体。そのままだったんです。

１万、１万から２万位ですかね。結局それは私が食べました。 

いやそんなの捨てるのもったいないですから。ええ持ってきた人はね当然 100 ㏃なんで。分かって

も当時 500 だったですから。 

【田中俊一 委員長】 

今、厚労省の基準から言うと年間１ｍ㏜を超えないようにするということなんで、１ｍ㏜を被ばく

しようというと預託線量でいっても 7 万 6000 ㏃ですから。7 万 6000 食べない限りは、食べても 50

年で 1 ミリですから。その程度です。 

【佐藤久志 委員】 

その相場観はないですね。預託実効線量にも。 

【田中俊一 委員長】 

預託というのもちょっと難しい定義ですけども、とにかく 7 万 6000 位食べても年間 1ｍ㏜くらい

にしかならないって事なんですよね、追加はね。100 ㏃に決める時が国産の物は全部 100 ㏃で汚染し

ているという前提で出した数字ですから、現実にはさっき先生がおっしゃったように何も出てないで

すよね。たまにその特殊なものが出るくらいで。だからそういうのを、こう実体として知って貰うし

かないんだろうと思います。 

【河津賢澄 副委員長】 

だからもう一つ私が思ってるのは、例えばその解除するっていいますかね、そういうのが近くなっ

て言うと出入りが激しくなってきますよね。当然昼間で。そうするとやっぱり中にはそこの畑で作っ

てみようっていう人も出てくる訳ですから。食べる目的というよりもどの位なのかなっていう。そう

するとやっぱりそれを測定する体制というのですかね。今市販のものでもある程度までできますから、

測定して大体どの位かなっていう。実際自分が作ったものを測定することはやっぱり非常に大きな理

解になる。そういう体制づくりは必要になってくる。刻んでやらなくちゃいけないってなると、多分。 

【田中俊一 委員長】 

ある程度の精度でいけばそんなことはできるかなって私も思います。子供達に対しては、体験型は、

これから学校の再開、何時になるか分かりませんけど、是非体験型を入れてもらいたいと思います。

かなり効果的だと思います。子供の方が素直ですから。 

【河津賢澄 副委員長】 

実際に測定器を持って行ってここでこう測ってみればいいんですよね。やっぱり理解は早いですか

ら。 

【佐藤久志 委員】 

最初に掴めれば小学校の中学年以上は大人と同じ講義にしてもちゃんと頷いてくれる。ただ最初掴

めないと駄目です。ざわざわしちゃって。やっぱりそこは能力、プレゼンテーションの能力になって

くる、小学生くらいになると。 

【田中俊一 委員長】 

今の中学１年生、２年生位はもう全然震災のこと覚えていませんね。だから高校生以上ぐらいです

かね。少し残っているのは。ちょっと色々申し上げてまとめにくいと思いますけども、そう今言った

事を少し整理して頂いて、少し取り組んで下さい。 

それからもう 1 回おさらいですけども、この中のその放射線のマッピングというかモニタリングと

いうのは、少し、適宜判断して必要に応じて前倒しでチェックしていくという事をお願いしたいと思

います。それから、それが基本でしょうけどもこの地域以外の事についてはどう考えるかは双葉町の

方で少しご検討下さい。多分放っておいて良いっていう事にはならないと思います。だから今は遠く

の方にいるけども、自分の家の辺りはどの位になっているのかなというご質問があればそれは測って
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あげて、今こうですよっていう事を返していくというようなそういう事を含めて少しご検討頂ければ

と。除染を全部すべきだとべき論を言う人もいますけどそんな事言ったって現実にはできませんので、

やっぱり今のそういう大きな枠組みの中でどうするかですね。だからもう帰んないよという方達をど

うするかというのも、これはちょっと放射線の問題とは違いますけども、多分相当そういう方もおら

れます。だからその辺も、もう少し町の復興にあたっては整理していく必要がありますので、そこに

放射線が絡むようでしたら、是非ご相談下さい。 

 

 

３ その他 

【田中俊一 委員長】 

他に何か言い残す事はありませんでしょうか。じゃあ次回位はどんな事をやるかは事務局と相談し

ます。 

環境省、この資料は線引きになってますけど、もう少しこうきめ細かく、この辺りのゾーンはいつ

頃までとか整理してください。予算の関係でエンドポイントだけ書いたのかもしれないけれど、そう

するとそのフォローアップをどうするかっていうのを少し分かりやすくなると思います。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

そうですね。不確定要素が色々ある中で、ちょっと公の資料になってしまうものですから。こんな

かたちになってしまいました。今後検討します。 

【佐藤久志 委員】 

高い所は除染は今後するのですか。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

除染はします。 

【佐藤久志 委員】 

すれば下がる見込みは十分ある。 

【環境省 高木恒輝 環境再生課長】 

そうですね。 

【佐藤久志 委員】 

多分あれが視覚的に入ってくる。線量が高いところが下がってくれないと帰ろうという人達はいな

いから。 

【田中俊一 委員長】 

時間はまだ予定では少しありますが、早く終わってもいいですか。何かそちらからご要望があれば。

いいですか。先生方よろしいですか。 

【佐藤久志 委員】  

実際に帰ってきたいというニーズは今、あったりするんですか。あるんですね。是非帰りたいって

いう強い意志のある方いらっしゃるんですか。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

明確に帰りたいと仰っている方は、あの約 1 割に留まっていますけれども、まだ悩んでいらっしゃ

る方が約２割いらっしゃって。 

【佐藤久志 委員】 

１割っていうと何千人ていうかたち。 

【復興推進課主幹 田中聖也】  

元の町民 7,000 人のうちの１割、実際に住民意向調査っていうかたちで、郵送のアンケートで回答

頂いた方 1,500 人からなので、本当はご回答頂けてすらいない方はもっと意欲が低いという事かもし

れませんけども、まだ悩んでいる方もいらっしゃる、また、帰らないか悩んでいる以外の方で帰らな

いと仰っている方の中でも町との絆を繋げていきたいと仰っている方が約 7 割近くいらっしゃるの

で、まだ今の時点で帰らないと仰っている方についても、より町のこういう姿にしていきたい、ある

いはそういう不安を払拭していくという事をやはり通じて、それだったら町にお、帰ってみようかな

と思って貰える様な状況に、時間かけてでもしていきたいなというふうに思ってます。 

【石川徹夫 委員】 
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町民の人 7,000 人のうち回答が 1,500 人ですか。 

【復興推進課主幹 田中聖也】  

町民の方自体 7,000 人なんですけど、そのアンケートの色々都合上世帯単位で、お送りしたので、

ご回答して頂いた世帯が約 1,500 世帯というかたちで。 

【石川徹夫 委員】 

回答率は。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

回答率ですと約５割です。 

【石川徹夫 委員】 

そうなんだ。それはある程度経時的に何回か調べているのですか？ 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

そうですね、はい。 

【石川徹夫 委員】 

そこを帰りたいっていう人の割合は。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

割合がここ数年で約１割で横ばいです。 

【石川徹夫 委員】 

横ばいですか。 

【復興推進課主幹 田中聖也】 

はい。 

【石川徹夫 委員】 

わかりました。 

【田中俊一 委員長】 

色んな都合があってもう帰ってこない。子供の教育とか仕事とか。だからそっちの方が大きいので

すよね。 

【石川徹夫 委員】 

そうですね。回答していない方が半分いらっしゃるので、その方達がどう思っているのかというの

がですね。 

【田中俊一 委員長】 

うん、帰ってこなくても一応やっぱり双葉町の縁は繋ぎたいという方はかなりおられるんだろうと

思うんで、そこも大事にしておくという姿勢が必要かと思います。どこも似た様な状況だと思います

ので。 

 

４ 閉会 

【田中俊一 委員長】 

今日はちょっと、とりとめのない話になりましたけれど、こういう話は中々すきっとはいかないの

で、何か決めるっていう事でもないので。だから色々意見を交わしながら先へ進んでいければと思い

ます。これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

【住民生活課長 中野弘紀】 

ご意見ありがとうございました。今後、本日の議事録と概要と、各委員の皆様の方にご照会し、確

認をして頂きまして、ホームページの方にアップしていきたいと考えておりますのでご協力の方をよ

ろしくお願いします。 

あとは次回の委員会の開催につきましては、改めて委員の皆様と調整をさせて頂きますので、よろ

しくお願い致します。 

本日はありがとうございました。 

 

 以上 

 

                                          


